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Ⅰ 総合評価方式入札実施要領 

Ⅱ 申請書等(様式) 

Ⅲ 入札書、封筒及び委任状(様式) 

Ⅳ 都市機構駐車場使用契約書（様式） 

Ⅴ 特記仕様書（様式） 

Ⅵ 個人情報等の保護に関する特約条項（様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

〒460－8484 名古屋市中区錦３－５－27  

独立行政法人都市再生機構 中部支社 

住宅経営部 経営課 電話 052-968-3239 

 

 

 

 



 

募集から契約までの流れ 

※この表は募集の概略を説明したものです。お申し込みにあたっては、必ず本募集要領を熟読してください。 

受付・提出時間は、午前 10 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで(土・日・祝除く)です。 

 

参加申請書等配布期間：平成 30 年 12 月 11 日（火）から平成 30 年 12 月 20 日（木）まで 

▼ 

参加申請書等受付期間：平成 30 年 12 月 17 日（月）から平成 30 年 12 月 20 日（木）まで 

申請書等を提出していただきます。 

▼ 

入札参加資格選定結果の通知：平成 30 年 12 月 27 日（木） 

申請書等に基づき、機構が定める資格に合致している法人を審査査定し、選定者として通知致します。 

▼ 

提案書の受付期間：平成 31 年 1 月 10 日（木）から平成 31 年 1 月 18 日（金）まで 

提案書を提出していただきます。 

▼ 

入札書、委任状の受付期間：平成 31 年 1 月 10 日（木）から平成 31 年 1 月 18 日（金）まで 

入札書、委任状（代表者以外の方が入札される場合）を提出していただきます。 

▼ 

開札：平成 31 年 2 月 4（月）【予定】 

▼ 

事業運営者の決定：平成 31 年 2 月 14（水）【予定】 

開札結果（価格評価点）及び申請書等並びに提案書（提案評価点）の合計値からなる総合評価によ

り、事業運営者を決定いたします。 

▼ 

駐車場使用契約の締結・事業運営開始：平成 31 年 2 月下旬【予定】 

【予定】と書いてあるとおり、「駐車場使用契約の締結」の日程等につきましては、変更となる場合が

ありますので、ご承知おきください。 

 

 

 



 

Ⅰ総合評価方式入札実施要領 

 独立行政法人都市再生機構（以下「機構」といいます。）では、機構が中部エリアで管理する団地内

駐車場を活用した一時貸し駐車場（※1（2）参照）運営事業を実施する事業者を次の要領により募集し

ます。 

１ 契約等の概要 

(1) 契約期間 

契約締結日から平成32年３月31日までとします。 

また、契約期間が満了する日の６か月前までに双方から申出がない場合は、同一条件で期間満了

の日の翌日から１年間契約更新されるものとし、更新された契約についても同様とします。 

(2) 契約内容 

UR賃貸住宅団地の賃貸住宅を訪問する特定多数の者に対し、無人管理の方法により自動車用とし

て有償で１日又は半日若しくは１時間単位で一時的に利用させる貸し駐車場（以下「一時貸し駐車

場」という。）の営業を目的とした機構所有の駐車場の使用契約とします。 

(3) 契約の対象団地及び駐車場 

別紙1記載のUR賃貸住宅団地（以下「対象団地」といいます。）における機構所有の駐車場のう

ち機構が別途提示するもの（以下「対象駐車場」といいます。）とします。 

また、別紙2記載のUR賃貸住宅団地（以下「指定団地」といいます。）については、概ね平成31

年2月28日までに一時貸し駐車場事業（以下「本事業」といいます。）の運営を開始していただく

必要があります。対象駐車場の位置は確定していませんが、指定団地ごとの区画数は別紙2記載の

とおりを予定しています。 

なお、契約締結後の対象団地内における指定団地の追加並びに指定団地及び追加指定団地におけ

る対象駐車場の新たな設置及び廃止（以下「台数変更等」といいます。）については、機構の承諾

を条件として可能となります。 

(4) 対象駐車場の使用等に関する条件 

次の①から⑤に掲げる条件のほか、Ⅳの都市機構駐車場使用契約書及びⅤの特記仕様書に定める

とおりとします。 

① 利用者等対応業務、利用料金等の徴収などの利用管理業務を適切に行うこと。特に、次に掲げ

る事項については確実に実施すること。 

・ 一時貸し駐車場の利用に関する問い合わせ全般の対応 

・ 一時貸し駐車場の営業に伴う事故・団地居住者等とのトラブル、盗難、不正駐車等、緊急時

の常時対応（コールセンター等による 24 時間対応） 

・ 対象駐車場への不正駐車等防止のため、原則として月２回以上の巡回点検 

・ 事故発生時等の損害賠償に係る対策 

・ 利用者等の安全確保及び個人情報の保護に係る対策 

② 対象駐車場には、一時貸し駐車場として営業中であること及び本事業に関する問い合わせ先に

ついて、ステッカー又はプレート等を設置するなどして明示すること。このステッカー等の設置

方法等について、事前に機構担当者と協議を行うこと。 

③ 本事業の実施に必要な情報の収集及び事業者が提供するインターネット上サービス等への対象

駐車場の登録を行い、速やかに一時貸し駐車場としての営業を開始すること。 



 

④ 本事業の実施場所がＵＲ賃貸住宅の団地内の駐車場であることに鑑み、本事業の実施に当たっ

ては、利用者に対して、居住者の住環境の確保、対象駐車場の駐車可能サイズの遵守に努めるよ

う、十分な周知を行うこと。 

⑤ 対象駐車場の区画が特定できる情報を、インターネット上で予約者以外に公開しないこと。 

⑥ 機構が通知する 1 日当たりの最低利用料金（機構駐車場の団地居住者向け賃貸時の利用料金（月

額）の日割り額）を下回らないよう利用料金を設定すること。 

（http://sumai.ur-net.go.jp/chintai/prk/index.html） 

⑦ 本事業の実施状況（予約件数、予約時間又は日数、設定料金等及びトラブル等の対応結果）を

契約に定めるところにより報告すること。 

⑧ 機構が管理する駐車場の賃借人による本事業への当該駐車場の登録を防止する対策を講じるこ

と。 

(5) 一時貸し駐車場使用料金について 

月次で一時貸し駐車場の売上報告を行っていただくとともに、一時貸し駐車場の各月の売上金額

（消費税及び地方消費税相当額を含む。）に入札書記載の使用料率を乗じて算出した金額（１円未

満は四捨五入）を対象駐車場の使用料として機構へお支払いただきます。支払方法は機構が指定す

る口座に振り込むものとし、詳細については別途、機構と協議のうえ決定いたします。 

 

２ 入札参加資格等 

(1) 入札参加資格 

以下の入札参加資格の全てを満たしていることを条件とします。 

① 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

② 会社更生法（平成14年法律第154号）、破産法（平成16年法律第75号）、若しくは民事再生法（平

成11年法律第225号）の適用を受けていない者又は会社法（平成17年法律第85号）による特別清算

を行っていない者であること。 

③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。（詳細に

ついては、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準

契約書等→別紙 暴力団又は暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照。） 

④ 1(4)に掲げる条件を遵守できること。 

(2) 入札参加の資格確認手続き 

   入札に参加を希望する者は、2（1）に掲げる入札参加の資格があることを証明するため、申請書及び資料を

提出し、機構から入札参加資格の有無について確認を受けなければなりません。 

なお、以下①の提出期間の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認め

られた者は、入札に参加することができません。 

① 提出期間： 平成30年12月17日(月)から平成30年12月20日(木)まで 

※午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。土曜、日曜、祝日を除く。 

② 提出場所： 頭書「問合せ先」と同じ 

③ 提出方法： あらかじめご連絡のうえ提出場所まで御持参または郵送してください。FAX、電子メール等 

よるものは一切受付いたしません。なお、郵送による場合は書留郵便とし、平成30年12月20日(木)午後

５時必着とします。 

http://sumai.ur-net.go.jp/chintai/prk/index.html


 

④ 提出書類（各１部） 

・入札参加資格確認申請書（Ⅱ様式１） 

・ 会社概要(パンフレット等会社概要が分かる最新の資料) 

・ 事業実施調書（Ⅱ様式２） 

・ 事業説明書（A4サイズの用紙で10ページ以内。フォントサイズは12ポイント以上） 

   ※巡回できない団地がある場合は、該当団地、代替する方策及びその根拠を記載すること。なお、機

構が不正駐車対策として効果的ではないと判断した場合、入札参加資格は認められません。 

※公開画面及び予約者への登録駐車場案内のサンプルを別途添付すること。 

・ 本事業に係る利用規約 

・ 印鑑証明書(発行日が入札日から起算して３か月以内のもの) 

(3) 入札参加資格の確認は、(2)①の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成30年12月27日

(木)までに通知します。なお、当該結果の通知後であっても、不正、虚偽等が判明した場合には、入札参加

を取り消すこととします。また、当該結果に対するお問合せ及び異議等については、一切応じられません。 

(4) その他 

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、当該提出者の負担となります。 

② 提出された申請書及び資料は、返却いたしません。 

③ 機構は提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に当該提出者に無断で使用しません。 

④ (2)①の提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めません。 

 

３ 事業者の選定について 

  本募集では、提供していただく内容に係る確実性、優位性等のサービス面及び価格面の両面にお

いて総合的に最も優れている事業者を選定する総合評価方式によって行います。 

 

４ 総合評価について 

価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札価格から求められる下記(1)の「価格評価点」

と下記(2)の「提案評価点」との合計値（以下「評価値」といいます。）をもって行います。 

 (1) 価格評価点に係る事項 

   価格評価点の算定方法は以下のとおりとし、価格点は 50点とする。 

   価格評価点＝50点×（入札使用料率÷100％） 

   ※最低入札使用率（予定使用料率）は 50％とする。 

 (2) 提案評価点に係る事項 

提案評価点の対象となる評価項目は、６提案書についてのとおりとし、評価項目、評価の着目点、

評価のウエイトに基づき算定します。 

 

５ 募集要領に関する質問について 

(1) この募集要領に対する質問がある場合、次に従い、書面（様式は自由）により提出してください。 

① 受付期間：平成 30年 12月 11日（火）から平成 31年 1月 11日（金）まで 

② 提出場所：頭書「問合せ先」と同じ 

  ③ 提出方法：あらかじめ連絡の上、問合せ先まで持参又は郵送にて提出してください。 



 

   ※ＦＡＸ、電子メール等は受付いたしません。なお、郵送による場合は書留郵便とし、平成 31 

    年 1月 11日（金）午後 5時必着とします。 

(2) （1）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 

  ① 閲覧期間：平成 31年 1月 15日（火）から平成 31年 1月 18日（金）まで 

※午前 10時から正午まで及び午後 1時から午後 5時まで。土曜、日曜、祝日を除く。 

  ② 閲覧場所：頭書「問合せ先」と同じ 

 

６ 提案書について 

(1) 提案の評価基準 

提案内容については、機構で定義した評価基準に基づき、点数化した上で候補事業者を選定しま

す。主な審査項目と審査基準は以下のとおりです。 

評価 

項目 

評価の着目点 評価の 

ｳｴｲﾄ 

事業 

実績 

申込書を提出する日において、本事業の実績を評価する。 

①本事業の登録拠点数が全国で 1,000か所以上。 

②本事業の登録拠点数が全国で 1,000か所未満。 

①5 

②0 

50 

実施 

体制 

本事業の運営に十分に対応できる実施体制が整えられているか。 
0～5 

提案 

内容 

等 

 

本事業の運営に向けた事業実施計画（実施団地、実施台数、実施

時期、不正駐車等対策など）を踏まえ、本事業の実施効果が期待

できるか。 

【評価の視点】契約期間中における、本事業の実施団地、実施台

数について、貴社の想定する計画を具体的に示すと共に、対象駐

車場への不正駐車等防止策や不正駐車等が発生した場合の対応を

具体的に示すこと。 

実施計画における実施団地は別紙 1 から選定するものとし、別

紙 2の指定団地（平成 30 年度中に運営開始）を含み、事業実施計

画を立てること。 

0～10 

利用者にとって容易かつ快適に利用できるような入会方法、利用

システムになっているか評価する。（団地居住者に限定したメリッ

トを含む） 

【評価の視点】利用者がより便利かつ快適に、効率よく一時貸し

駐車場を利用できるような利用システムの提供、運営の方法・内

容について具体的に示すこと。また、団地居住者に限定したサー

ビスの提案についても具体的に示すこと。 

0～10 

個人情報保護に係る取り組みを評価する。 

①ISMS認証又はプライバシーマーク認証を受けている。 

②ISMS認証又はプライバシーマーク認証を受けていない。 

①5 

②0 



 

本事業に関するトラブル等の常時対応を評価する。 

①コールセンターによる 24時間電話対応を実施できる。 

②コールセンターによる 24時間電話対応を実施できない。 

①5 

②0 

一時貸し駐車場の導入時及び契約期間中における居住者説明等に

ついて、効果的な取り組みか等を考慮して評価する。 

【評価の視点】本事業を広く団地居住者及び近隣居住者に利用し

てもらう方策について具体的に示すこと。 

0～10 

使用 

料率 

50点×（入札使用料率÷100％） 

※最低入札使用率（予定使用料率）は 50％とする。 
25～50 

※本項について、２(1)に示す参加資格を満たさない場合は、提案書の審査は行いません。 

(2) 提案書の提出について 

 ①提出書類 

資格確認を通過した入札参加者は、提案書（Ⅱ様式3-1～様式3-3）を正本1部・副本1部提出してくださ

い。提案書の目次・構成・各項目の表題などは、以下の内容に沿ったものとしてください。 

1 事業実施計画 

 契約期間中における、本事業の実施団地、実施台数、実施時期、不正駐車等対策などに

ついて、想定する計画を具体的に示すこと。 

2 利用上の利便性・効率性の確保 

利用者がより便利かつ快適に、効率よく一時貸し駐車場を利用できるような利用システ

ムの提供、運営の方法・内容について具体的に示すこと。 

なお、入会方法、予約方法、駐車場の利用の観点には必ず言及すること。 

また、団地居住者に限定したサービスの提案についてもあれば具体的に示すこと。 

3 居住者説明等への取組み 

 導入時及び契約期間中において、本事業についての居住者説明等及び本事業を広く団地

居住者及び近隣居住者に利用してもらう方策について、具体的に示すこと。 

・提案書は 1項目につき A4サイズ 1枚とし、両面印刷とします。 

・提案書は定められた枚数を超えないようにしてください。規定の枚数を超える部分は評価の対象

としませんのでご注意ください。 

・特に指定する項目以外の記載様式については、自由様式としますが、文章、表及び図等を用いて、 

各項目で記載を求めている内容について分かりやすく、見やすい様式で作成してください。カラ 

ー印刷で表現してもかまいません。 

②提出期間：平成 31年 1月 10日（木）から平成 31年 1月 18日（金）まで 

※午前 10時から正午まで及び午後 1時から午後 5時まで。土曜、日曜、祝日を除く。 

③提出場所：頭書「問合せ先」と同じ 

④提出方法：あらかじめ連絡の上、問合せ先まで又は郵送してください。FAX、電子メール等によるものは

一切受付いたしません。 

 

７ 入札について 



 

(1) 入札書等の作成 

資格確認を通過した入札参加者は、入札書（Ⅲ様式４）に必要事項を記入・押印(実印)してください。 

入札書提出用封筒（Ⅲ様式５）は、表に開札(入札)年月日を、裏に会社名・住所(及び代理人が入札される

場合は代理人の氏名)を記入の上、「入札書」のみを入れ、封をして割印(実印)をしてください。 

また、「委任状」（Ⅲ様式６）をご準備ください(代表者が入札に参加する場合は不要)。  

※入札書には、機構にお支払いただく対象駐車場の使用料の算出に用いる率（以下「使用料率」といいます。）

を記載してください。 

・一時貸し駐車場の各月の売上金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）に使用料率を乗じて算出し

た金額（１円未満は四捨五入）を対象駐車場の使用料として機構にお支払いいただきます。 

・使用料率は、契約期間中は変更しません。 

 (2) 入札書、委任状の提出 

① 提出期間：平成31年1月10日(木)から平成31年1月18日(金)まで 

※午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。土曜、日曜、祝日を除く。 

② 提出場所：頭書「問合せ先」と同じ 

③ 提出方法：あらかじめご連絡のうえ提出場所まで持参又は郵送してください。FAX、電子メール等によるもの

は一切受付いたしません。 

なお、郵送による場合は書留郵便とし、平成31年1月18日(金)午後５時必着とします。 

④ 入札書を提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできません。 

⑤ 入札参加者が代理人に入札させる場合は、その委任状を提出してください。 

⑥ 入札参加者又は代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 

（3）開札の日時、場所等 

日時：平成31年2月4日(月) 

時間及び場所については、入札書等の提出者に別途お知らせいたします。 

開札に立会い(任意)できるのは入札参加者又は入札参加者の代理人(入札当日に委任状を提出している者。

以下「代理人」といいます。)とし、１者１名とします。 

(4)入札の辞退 

① 入札参加者は、開札の前であれば、入札を辞退することができます。 

② 入札参加者は、①により入札を辞退するときは、入札辞退届を頭書「問合せ先」まで直接持参して申出てく

ださい。 

③ 入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加等について不利益な取り扱いを受けるものではあり

ません。 

（5）入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金は免除します。 

（6）公正な入札の確保 

① 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触す

る行為を行ってはなりません。 

② 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札する使用料率又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に料率を定めなければなりません。 

③ 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札する使用料率を意図的に開示してはなり



 

ません。 

（7）入札の取りやめ等 

入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認

められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあり

ます。 

（8）入札の無効 

次に掲げる事項に該当する入札は無効とし、それ以外の入札を有効とします。 

① ２（1）の入札参加資格に必要な資格のない者が入札を行ったとき。 

② 所定の入札書以外を使用して入札を行ったとき。 

③ 委任状を提出しない代理人が入札を行ったとき。 

④ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 

⑤ 入札料率の記載を訂正したとき。 

⑥ 入札書に入札参加者(代理人を含む)の所定の記名押印の無いとき又は記名若しくは印影が判然としない

とき。 

⑦ 一人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき 

⑧ 明らかに連合によると認められるとき。 

⑨ ①～⑧に掲げる場合の他、機構の指示に違反し、又は入札に関する必要な条件を具備していないとき。 

（9）落札者の決定 

① 開札の結果、有効な入札を行った者の中で、上記「4総合評価について」記載の評価値が最も高い者を落

札者とします。 

② 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引いていただき落札者を決定します。

当該入札参加者がいない場合は、機構が指定した者にくじを引かせて落札者を決定します。 

③ 開札の結果、入札参加者が１者しかいない場合は、機構があらかじめ定めた予定使用料率以上であれば、

その者を落札者とします。 

④ 落札者氏名及び落札使用料率は、開札の場で読み上げます。 

なお、落札者がいない場合は、最高入札使用料率のみを読み上げます。 

⑤ 落札者の決定後、駐車場使用契約締結までに落札者の辞退又は入札の無効が判明した場合は、当該落

札者を失格とし、使用料率が予定使用料率以上の第二順位の者を新たな落札者とします。第二順位の者が

新たな落札者となった場合で、契約締結までに入札の無効が判明した場合も同様に第三順位の者を新たな

落札者とします。 

⑥ 落札者が辞退した場合には、対象駐車場の最低利用料金相当額の１か月分に相当する額の合計額（予

定区画数分）を違約金としてお支払いただきます。 

（10）再度入札の実施 

開札の結果、落札者がいない場合は、当該入札参加者(辞退者及び無効となった者は除きます。)を対象と

して、別に日にちを定めて再度入札を実施します(ただし、再度入札は１回のみとします)。再度入札は、対象者

に送付する「再度入札案内書」により行います。 

なお、再度入札を実施した場合、契約締結時期等を変更する場合があります。 

※ 再度入札での開札の結果、落札者がいない場合又は落札が無効となった場合は、当該再度入札参加者

を対象として見積合せを実施します。見積合せは、再度入札結果の通知とともに送付する「見積合せ実施



 

案内書」により行います。 

※ 見積合せでも落札者がいない場合は、利用条件等を見直し、新規募集を行う場合がありますので、あらか

じめ御承知おきください。 

 

８ 契約の締結 

(1) 機構は落札者との間に落札者決定の日から速やかに、「都市機構駐車場使用契約」を締結します。 

(2) 契約書及び特記仕様書はⅣ・Ⅴのとおりです。なお、契約書締結の際、同日付でⅥの「個人情報等の

保護に関する特約条項」も締結していただきます。 

（3） 契約書(機構保管のもの１部)に貼付する収入印紙及び本契約の締結並びに別途合意があるものを除

き、履行に必要な一切の費用は、落札者の負担となります。 

９ 落札者の公表 

落札者住所（特別区又は市町村まで表記）及び落札者名について、次のとおり公表します。 

(1) 期間：落札者決定日から機構の定める期間(概ね1週間程度) 

(2) 場所：頭書「問合せ先」と同じ 

 

10 その他 

（1）参加の申し込み、提案書等の作成、提出等、提出手続きに係る一切の経費は、提案する事業

者の負担とします。 

（2）機構に提出された提案書等、その他の提出物は一切返却いたしません。なお、提出物は本事

業の事業者選定以外には使用せず、機構が責任を持って保管・破棄します。 

（3）提出された提案書等の書類が以下のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

  ① 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。なお、提案書等の提出締切日よ

り後の提案書等の差し替えは認めません。 

   ② 虚偽の記載をしたもの。 

（4）本総合評価において、その公正な執行を妨げた事業者、虚偽の提案等を行った事業者、若し

くは不正な利益を得ようとした事業者は失格とします。 

（5）提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本国以外の国の法

令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた一切の

責任は事業者が負うものとします。 

（6）参加者は、本資料及び総合評価方式において入手した情報等を本件総合評価以外の目的に使

用しないこと、また、第三者へもらさないこととします。 

（7）本契約締結後において、事業者による一時貸し駐車場の運営状況を考慮し、機構が必要と判

断した場合は、本契約の対象団地から指定団地及び追加指定団地以外の団地を除く内容の 

変更契約を締結したうえで、新たに指定団地及び追加指定団地以外の団地を対象とする一時 

貸し駐車場運営事業者を実施する事業者の募集を行う場合があります。 

（8）本要領に定めのない事項並びに本要領に疑義が生じた場合は、協議により定めます。 

以 上 



 

別紙１ 一時貸し駐車場対象団地一覧（中部エリア） 

団地名 所在地 団地名 所在地 

木場団地 名古屋市港区木場町８番地の５５ 中丸団地 名古屋市北区中丸町１丁目１番地 

花表団地 名古屋市熱田区花表町１１７番２０号 尾上団地 名古屋市北区尾上町１番地の２ 

パークハイツ荒子団地 名古屋市中川区吉良町１７８番地の１０ アーバンラフレ志賀団地 名古屋市北区天道町１丁目１番地 

アーバンラフレ小幡団地 名古屋市守山区小幡太田３番１号 アーバンラフレ虹ヶ丘南団地 名古屋市名東区植園町２丁目１番地 

大幸東団地 名古屋市東区砂田橋三丁目２番 アーバンラフレ虹ヶ丘中団地 名古屋市名東区代万町３丁目１１番地 

アーバンラフレ虹ヶ丘西団地 名古屋市名東区にじが丘２丁目７番地 アーバンラフレ虹ヶ丘東団地 名古屋市名東区神丘町 2丁目 21番地の 2 

豊成団地 名古屋市中川区豊成町１番 藤山台団地 春日井市藤山台３丁目１番地３ 

相生山団地 名古屋市天白区久方一丁目１４８番地 岩成台団地 春日井市岩成台６丁目２番地３ 

鳴海団地 名古屋市緑区鳴海町字細根８４番地の４ 中央台団地 春日井市中央台３丁目１番地２ 

アーバンラフレ鳴海団地 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 43 番地の 659 岩成台西団地 春日井市岩成台８丁目４番地１ 

国分団地 稲沢市朝府町７番 高座台団地 春日井市高座台２丁目２番地１ 

アーバンラフレ稲沢団地 稲沢市長束町カキ田１番地４   

注 1）各団地における対象駐車場の設置台数や位置は、事業者決定後に機構と事業者との間で協議の上で決定します。 

注 2）駐車場の一部区画では幅や高さに制限があります。 

注 3）都合により対象団地は変更になる場合があります。 

注 4）事業者決定後、事業者都合により一時貸し駐車場を設置することが見込めない対象団地については、機構と事業者の協議の上、既存の契約を維持した上で、別途当該

対象団地を対象とした公募を実施する場合があります。 



 

別紙２ 

 

機構指定団地（中部エリア） 

（平成 31年 2月 28日までに一時貸し駐車場事業の運営を開始する駐車場一覧） 

 

１ ＵＲ賃貸住宅団地等 

NO. ＵＲ賃貸住宅団地 所在地 
対象駐車
場予定 
区画数 

駐車場利用料金 
円/月 

(消費税及び地方消費税

相当額を含まない。) 

１ 木場団地 名古屋市港区木場 8番地の 55 ２ 8,600 

２ 花表団地 名古屋市熱田区花表町 117番 20号 ２ 11,700 

３ 
パークハイツ 

荒子団地 
名古屋市中川区吉良町 178番地の 10 ２ 8,900 

４ 
アーバンラフレ

小幡団地 
名古屋市守山区小幡太田 3番 1号 ２ 7,100 

５ 
アーバンラフレ

虹ヶ丘西団地 

名古屋市名東区にじが丘 2 丁目 7 番地 
２ 9,200 

６     

７  
 

 

 
 

８  
 

 

 
 

９  
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２  団地概要書 

参考のとおり。 

 

 

 

 

 

 

注 1）各団地における対象駐車場の設置台数や位置は、事業者決定後に機構と事業者との間で協議の上で決定します。 

注 2）駐車場の一部区画では幅や高さに制限があります。 

注 3）都合により指定団地は変更になる場合があります。 

注 4）駐車場利用料金（平成 30年 12月現在）は、平面式、自走式等の形態・位置によって金額が異なります。 



 

Ⅱ 申請書等 

様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加資格確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構 中部支社 

支社長 菅沼 明 殿 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名              実印 

                             

 

 

 

「一時貸し駐車場運営事業者（中部エリア）募集」に係る入札参加資格について確認さ

れたく、資料を添えて申請します。 

なお、募集要領の申込資格を有していること及び添付書類の内容について事実と相違な

いことを誓約します。 

 

 

 



 

様式２ 

事業者名  

 

事 業 実 施 調 書 

１ 事業概要 

サービス名称  

平成  年  月  日時点 

事 業 開 始 時 期 平成   年   月 

登 録 拠 点 数 か所 

会 員 数 人 

個人情報保護に関する第三者機関に

よ る 認 定 状 況 

（※ＩＳＭＳ認証もしくはプライバ

シーマーク認定取得） 

 

  ※認定の場合は、認定が確認できる書類を併せて添付してください。 

 

２ 事業実施体制 

業務内容※ 実施内容を記入 実施者 

巡回点検   

24時間問合せ対応   

   

※業務の一部（決済業務等）を委託する場合は、その業務内容、実施内容及び実施者名称をご記

入ください。自社で実施の場合は、実施者欄に「自社実施」と明記。印刷等簡易な業務を除く。 



 

様式３－１ 

事業者名：            

提 案 書 

１ 事業実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 最大１枚まで 



 

様式３－２ 

事業者名：            

提 案 書 

２ 利用上の利便性・効率性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 最大１枚まで 



 

様式３－３ 

事業者名：            

提 案 書 

３ 居住者説明等への取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 最大１枚まで 



 

Ⅲ 入札書、封筒(様式)及び委任状 

様式４ 

入 札 書 

 

独立行政法人都市再生機構 

中部支社長 菅沼 明 殿 

 

入札者 住 所 

 

氏 名             実印 

 

 

代理人 住 所 

 

氏 名            使用印 

 

 

一時貸し駐車場（中部エリア）に係る使用料率 

 

  

 

 

 

. 

  

 

％ 

 

１ 一時貸し駐車場運営事業者（中部エリア）募集要領に記載されている内容を承知の上、

上記のとおり入札します。 

２ 一時貸し駐車場運営事業者（中部エリア）募集要領２入札参加資格」に記載の参加資

格を有することを誓約します。 

 

（注）１ 入札書は、所定の入札書提出用封筒に入れて封をして割印してください。 

２ 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名（委任状に記載した住所、

氏名）を記載し、代理人の使用印を押印してください。 

３ 使用料率は、算用数字ではっきりと記載してください。 

４ 使用料率を書き損じたときは、新たな用紙に書き直してください。 

５ 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。 



 

様式５ 

 

 

（表）  （裏） 

 

 

 

 

一時貸し駐車場運営事業者 

（中部エリア） 

入 札 書 在 中 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構中部支社 

開札 

年月日 
平成 31年 2月 4日 

 

 

（注意） 

この封筒には入札書のみを入れ、必ず封をして割 

印してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

住所 

 

氏名 

 

上記代理人 

住所 

 

氏名 

 
 

 

  

 



 

様式６ 

委 任 状       

 

 

 

代理人 住 所 

                    

氏 名 

 

 

 

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

一時貸し駐車場運営事業者（中部エリア）の募集に係る申込み、入札に関する

一切の件。 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

委任者 住 所 

 

氏 名                     実印 

 

 

（電話番号）    －    －     

 

 

（注）１ 委任者の印鑑は、印鑑証明書の印を押印してください。 

２ 代理人が使用する印を右上の欄内に押印してください。 

３ 代理人の住所は住民登録がされている住所を記載してください。 

 

代理人使用印 



Ⅳ 契約書（様式） 

 

都市機構駐車場使用契約書 

 

独立行政法人都市再生機構を甲とし、      を乙として、甲乙間に次のとおり都

市機構駐車場の使用に関する契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、第３条第２項に規定する指定団地（次項において同じ。）及び同第３項に規

定する追加指定団地（次項において同じ。）における甲所有の駐車場のうち第４条第１項

又は第２項の規定により甲が乙に提示するもの（以下「対象駐車場」という。）を、この

契約書に記載されている条件で乙が使用することを承諾する。 

２ 乙は、対象駐車場を、指定団地及び追加指定団地の賃貸住宅を訪問する特定多数の者

に対し、無人管理の方法により自動車用として有償で１日又は半日若しくは１時間単位

で一時的に利用させる貸し駐車場（以下「一時貸し駐車場」という。）の営業の用途に使

用するものとする。 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、この契約の締結日（以下「契約日」という。）から平成 32年 3

月 31日までとする。 

２ 前項の契約期間（以下「契約期間」という。）が満了する日の６か月前までに、甲乙又

はその一方からなんらの申出がないときは、この契約は、同一条件で契約期間が満了す

る日の翌日から起算して１年間更新されるものとし、更新された契約についても同様と

する。 

（指定団地及び追加指定団地） 

第３条 甲は、別表１に掲げる UR 賃貸住宅団地（以下「対象団地」という。）のうち別表

２に掲げるものについて、一時貸し駐車場の営業を平成 00年 00月 00日までに開始すべ

き団地としてあらかじめ指定するものとする。 

２ 前項の規定により甲が指定した団地（以下「指定団地」という。）以外の対象団地のう

ち甲の要請又は乙の提案に基づく甲乙協議の上一時貸し駐車場の営業を行うことに合意

したものについて、甲は、新たに一時貸し駐車場の営業を開始すべき団地として追加指

定することができるものとする。この場合において、甲は乙に対して別紙様式１により

当該追加指定について通知するものとする。 

３ 指定団地及び前項の規定により甲が追加指定した団地（以下「追加指定団地」という。）

の一部について、一時貸し駐車場の営業を行う団地としての指定を解除する必要が生じ

た場合は、甲乙乙協議の上、解除することができるものとする。この場合において、甲

は乙に対して別紙様式２により当該指定解除について通知するものとする。 

別添２ 



（対象駐車場の提示等） 

第４条 甲は、指定団地及び追加指定団地の対象駐車場を別紙様式３により乙に提示する

ものとし、乙は、この対象駐車場について、指定団地においては前条第１項に規定する

日までに、追加指定団地においては前条第２項の規定による通知に記載する日までに一

時貸し駐車場として営業を開始するものとする。 

２ 前項の規定により甲が提示した対象駐車場以外の駐車場について、甲乙協議の上、甲

は別紙様式４により対象駐車場として乙に追加提示することができるものとし、乙は、

この追加提示に係る対象駐車場について速やかに一時貸し駐車場として営業を開始する

ものとする。 

３ 第１項又は前項の規定により提示した対象駐車場の一部について一時貸し駐車場の営

業を終了する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、対象駐車場から除外することができ

るものとする。この場合において、甲は乙に対して別紙様式５により当該除外について

通知するものとする。 

（売上報告書の提出等） 

第５条 乙は、契約期間中の一時貸し駐車場の各月の売上金額（消費税及び地方消費税相

当額を含む。以下「各月売上金額」という。）を毎月その翌月の末日までに、書面により

甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙が提出した書面（以下「売上報告書」という。）の記載内容

に疑義があるときは、自ら調査し、又は乙に対し詳細な報告を求め若しくは是正のため

に必要な措置を講ずることができるものとし、乙はこれに協力するものとする。 

３ 乙は、前項の調査等の結果、売上報告書の修正が必要なときは直ちに売上報告書を修

正の上、甲に再提出するものとする。 

（使用料金） 

第６条 対象駐車場の使用料金（以下「使用料金」という。）は、各月売上金額（消費税及

び地方消費税相当額を含む。）に●％を乗じて算出した額とする。ただし、算出した額に

１円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 

２ 前項に規定する各月売上金額に乗じる率は、契約期間中は変更しないものとする。 

（使用料金の支払期日） 

第７条 乙は、各月の使用料金を、毎月その翌月末日までに甲の指定する口座へ振込むこ

とにより、甲に支払うものとする。なお、振込に係る手数料は乙が負担する。 

２ ただし、前項の場合において、使用料金が●,000 円に満たないときは、乙は、あらか

じめ甲に通知した上で、当該使用料金（以下「未払額」という。）の支払期日を１か月延

期することができるものとし、翌月以降の使用料金と合算した額（以下「未払合算額」

という。）が●,000円に満たない場合も同様とする。この場合において、乙は未払合算額

が●,000円以上となった月の翌月末日までに未払合算額全額を支払うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、未払合算額が●,000 円に満たないままこの契約を終了した



ときは、契約終了日の翌月末日までに、支払うものとする。 

（遅延利息） 

第８条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、使用料金の全部又は一部の支払を遅延し

たときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年（365日

当たり）14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなけれ

ばならない。 

（対象駐車場使用上の注意） 

第９条 乙は、甲が別に定める特記仕様書及び対象駐車場の使用方法等に関する甲の注意

に従って、善良な管理者の注意をもって対象駐車場を使用しなければならない。 

２ 乙は、対象駐車場の使用に当たっては、必要に応じて、行政その他の関係機関との協

議及び手続きを、乙の責任により、行うものとする。 

３ 乙は、対象駐車場の使用に当たっては、一時貸し駐車場の利用者（以下「一時利用者」

という。）並びに近隣住民への安全対策及び騒音、照明、排気ガス対策等に十分に留意す

るとともに、対象駐車場以外の近接する駐車場の使用を妨げないものとする。 

４ 乙は、一時利用者が使用する対象駐車場の区画を特定できる情報を、一時利用者以外

に公開しないものとする。 

（甲の免責） 

第 10条 甲は、乙又は一時利用者が対象駐車場の使用により被った損害（盗難等の損害の

ほか、天災地変等の不可抗力による損害を含む。）の一切について、その責めを負わない

ものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失により損害が生じた場合は、この限りで

ない。 

（対象駐車場の表示等） 

第 11条 甲は、対象駐車場の使用承諾に当たっては現状有姿とし、乙は、一時貸し駐車場

として営業していることを表示するステッカー又はプレート等一時貸し駐車場として営

業するためのツール（以下「ステッカー等」という。）を設置して、これを使用するもの

とする。 

２ 乙は、ステッカー等の作成及び設置に要する費用の一切を負担するものとする。 

３ 乙は、乙がステッカー等の作成及び設置を行うに当たっては、その内容及び実施期間

等について、あらかじめ甲と協議を行い、甲の承諾を得るものとする。 

（対象駐車場の維持管理等） 

第 12条 乙は、乙が前条の規定により対象駐車場に設置したステッカー等の維持管理及び

修繕に要する費用の一切を負担するものとする。 

２ 乙は、一時貸し駐車場の営業に起因し、又は関連する一時利用者や近隣住民からの苦

情、事故、ステッカー等の破損等のトラブルが発生した場合、乙の責任と負担において

速やかに対処するものとし、その内容及び対応結果について、甲に書面により報告する

ものとする。 



３ 乙は、対象駐車場の使用状況を確認するため、原則として月に２回以上巡回点検を行

い、第５条に規定する売上報告書の提出と合わせて別紙様式２６により甲に報告するも

のとする。 

４ 乙は、前項の巡回点検の結果又は一時利用者や近隣住民からの通報により対象駐車場

における不正駐車、廃棄物の不法投棄、落書き等が判明した場合は、乙の責任と負担に

おいて速やかに対処するものとし、その内容及び対応結果について、甲に書面により報

告するものとする。 

（営業の委託の禁止） 

第 13条 乙は、営業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、書面によりあらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

（利用料金の設定及び表示等） 

第 14条 乙は、一時利用者が一時貸し駐車場を利用する対価として乙に支払う料金（消費

税及び地方消費税相当額を含む。以下「利用料金」という。）を設定及び変更するに際し

ては、甲が別紙様式１によりあらかじめ通知する最低利用料金（消費税及び地方消費税

相当額を含む。以下「最低利用料金」という。）を下限とするものとし、その金額を甲に

通知する。 

２ 乙は、営業に際して、利用料金を一時使用者に明示しなければならない。 

（原状回復義務） 

第 15条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、対象駐車場を汚損し、破損し、若しくは

滅失したとき、又は甲に無断で対象駐車場の原状を変更したときは、直ちに、これを原

状に回復しなければならない。 

２ 乙は、乙が設置したステッカー等についての買取請求権及び有益費償還請求権をあら

かじめ放棄するものとする。 

３ 契約期間の満了、契約の解除その他の理由により乙の一時貸し駐車場の営業開始日以

後にこの契約が終了したとき又は第４条第３項の規定により対象駐車場の一部が除外さ

れたときは、乙は、契約期間の満了日若しくは契約解除日又は対象駐車場の除外期日ま

でに乙が設置したステッカー等を撤去し、対象駐車場（対象駐車場の除外の場合は対象

駐車場から除外されるものに限る。）を原状に回復して、甲に明け渡すものとする。 

４ 前項の場合において、甲は、乙が、原状回復を完了せず、又は完了する見込みがない

と認めたときは、乙に代わってこれを行うことができるものとし、乙は、その費用を甲

の定める方法により甲に支払うものとする。 

５ 前項の場合において、乙が残置した物件があるときは、甲はこれを任意に処分できる

ものとし、乙は、甲に対し損害賠償請求を行わないものとする。 

（乙の損害賠償義務） 

第 16条 乙は、乙が故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。 



（甲の承諾を要する事項） 

第 17 条 乙は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、甲が定める書面によって、

あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。 

一 対象駐車場にステッカー等以外の工作物を設置しようとするとき。 

二 対象駐車場の原状を変更しようとするとき。 

三 対象駐車場の一部を第１条第２項に規定する用途以外に用いようとするとき。 

四 営業についての広告を対象団地内（あらかじめ甲が定めた場所を除く。）に掲示しよ

うとするとき。 

（甲に対する通知） 

第 18条 次の各号の一に該当するときは、乙は、直ちに、その旨を甲に通知しなければな

らない。 

一 乙が住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。 

二 乙が死亡し、若しくは乙に対する後見、保佐、補助あるいは任意後見が開始され（こ

れらが取り消され若しくは終了したときを含む。）、又は乙が解散したとき。 

三 乙が強制執行、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。 

四 乙に対して再生手続開始の申立て（自己申立てを含む。）、破産の申立て（自己申立

てを含む。）又は更生手続開始の申立て（自己申立てを含む。）があったとき。 

五 対象駐車場が汚損し、破損し、又は滅失したとき。 

（転貸等の禁止） 

第 19条 乙は、対象駐車場の全部又は一部を転貸し、対象駐車場を使用する権利を譲渡し、

又は対象駐車場を他の駐車場と交換してはならない。 

２ 乙は、その名目のいかんを問わず、前項において禁止する行為に類する行為をしては

ならない。 

（反社会的勢力の排除） 

第 20条 乙は、乙又は乙の役員等（乙が個人である場合はその者、法人である場合は役員

又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、次の各号のいずれにも該当しない

ことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

一 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であること。 

二 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。 

三 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

四 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているこ



と。 

五 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

２ 乙は、乙又は乙の役員等が、次の行為を行わないことを確約する。 

一 自ら又は第三者を利用して、甲に対して、暴力的な又は法的責任を超えた不当な要

求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて甲の

業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。 

二 対象駐車場の全部又は一部を暴力団の事務所その他の活動の拠点の用に供すること。 

三 対象団地内において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、若しくは威勢を示す

ことにより、対象団地の居住者及び利用者に不安を覚えさせること又は対象駐車場に

反復継続して前項各号に該当する者を出入りさせること。 

（甲の契約解除権等） 

第 21条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告によらないでこの契約を解除し、

又はこの契約の更新を拒絶することができる。 

一 対象駐車場の使用に係る申込書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により

対象駐車場を使用したとき。 

二 使用料金を３か月以上滞納したとき。 

三 使用料金の支払をしばしば遅延することにより、その遅延がこの契約における甲乙

間の信頼関係を著しく害するものであると甲が認めたとき。 

四 乙が、第 11条から前条までの各条の規定に違反したとき。 

五 対象駐車場を故意又は重大な過失により汚損し、破損し、又は滅失したとき。 

六 共同生活の秩序を乱す行為があったとき。 

七 営業の全部を廃止するに至ったとき。 

八 第２条第２項の規定による契約の更新をする意思がないと甲が認めたとき。 

九 その他この契約に違反したとき。 

２ 乙は、前項の規定により、甲がこの契約を解除したときは直ちに、この契約の更新を

拒絶したときはこの契約の期間満了の日までに、全ての対象駐車場における一時貸し駐

車場の営業を終了し、甲に明け渡さなければならない。 

（契約解除等） 

第 22条 乙は、契約期間中にやむを得ずこの契約を解除する必要が生じた場合、甲に対し

て契約の解除を申し出ることができるものとし、甲がやむを得ないと認めた場合に限り、

甲乙が協議して定める契約解除日をもって、この契約は解除されるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、契約日から６か月を経過した日以後、この契約を解

除しようとするときは、３か月以上の予告期間をもって甲に申し出るものとし、その申

出における契約解除日をもって、この契約は解除されるものとする。 

３ 乙は、前２項の規定により契約を解除するときは、書面により甲に申し出るものとし、

その契約解除日までに、全ての対象駐車場における一時貸し駐車場の営業を終了し、甲



に明け渡さなければならない。 

４ 乙が前項の申出なく対象の全部又は一部の利用を終了したときは、甲がこの事実を知

った日の翌日から起算して１か月目をもって、この契約は解除されたものとする。この

場合、甲は、対象駐車場内に乙が残置した物件を、任意に処分することができる。 

（不法使用による賠償金等） 

第 23条 乙は、契約終了日までに対象駐車場を甲に明け渡さないときは、契約終了日の翌

日から起算して明渡しの日まで（以下この条において「不法使用期間」という。）につい

て、各対象駐車場の最低利用料金相当額の 1.5 倍の金額に不法使用期間の日数を乗じて

算出した額の合計額を、甲に支払わなければならない。 

２ 第 15条の規定は、乙の不法使用期間にこれを準用するものとする。 

（違約金） 

第 24 条  甲は、甲が第 21 条第１項の規定に基づきこの契約を解除若しくはこの契約の更

新を拒絶したとき、又は第 22条第４項の規定に基づきこの契約が解除されたものとした

ときは、前条に規定する賠償金のほか、契約解除等に伴う違約金として、各対象駐車場

の最低利用料金相当額の１か月分に相当する額の合計額を乙に請求できるものとし、こ

の場合において、乙は、当該違約金を甲の定める方法により甲に支払わなければならな

い。 

（対象駐車場に関する調査等） 

第 25条 乙は、甲が対象駐車場の管理上、対象駐車場に関して調査を求めたとき、並びに

甲が対象駐車場の定期清掃及び除草等のために立入りを求めたときは、これに協力しな

ければならない。 

（甲への連絡方法） 

第 26条 甲は、この契約に基づく乙との連絡事務を行う者を置き、乙は、原則として、甲

に対する一切の連絡をこの者にするものとする。 

（管轄裁判所） 

第 27条 この契約に関して甲乙間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合

意管轄裁判所とする。 

（協議） 

第 28 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し、疑義を生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

 

この変更契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

 

平成30年  月  日 



 

   甲  住所  

       氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社 

           中部支社長   菅 沼  明    印 

 

    乙  住所  

       氏名 ●●会社 

           ●●●●    ●● ●●    印 



別表１  

 

一時貸し駐車場対象団地一覧（中部エリア） 

 

団地名 所在地 

木場団地 名古屋市港区木場町８番地の５５ 

花表団地 名古屋市熱田区花表町１１７番２０号 

パークハイツ荒子団地 名古屋市中川区吉良町１７８番地の１０ 

アーバンラフレ小幡団地 名古屋市守山区小幡太田３番１号 

大幸東団地 名古屋市東区砂田橋三丁目２番 

アーバンラフレ虹ヶ丘西団地 名古屋市名東区にじが丘２丁目７番地 

豊成団地 名古屋市中川区豊成町１番 

相生山団地 名古屋市天白区久方一丁目１４８番地 

鳴海団地 名古屋市緑区鳴海町字細根８４番地の４ 

アーバンラフレ鳴海団地 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山 43番地の 659 

国分団地 稲沢市朝府町７番 

アーバンラフレ稲沢団地 稲沢市長束町カキ田１番地４ 

中丸団地 名古屋市北区中丸町１丁目１番地 

尾上団地 名古屋市北区尾上町１番地の２ 

アーバンラフレ志賀団地 名古屋市北区天道町１丁目１番地 

アーバンラフレ虹ヶ丘南団地 名古屋市名東区植園町２丁目１番地 

アーバンラフレ虹ヶ丘中団地 名古屋市名東区代万町３丁目１１番地 

アーバンラフレ虹ヶ丘東団地 名古屋市名東区神丘町 2丁目 21番地の 2 

藤山台団地 春日井市藤山台３丁目１番地３ 

岩成台団地 春日井市岩成台６丁目２番地３ 

中央台団地 春日井市中央台３丁目１番地２ 

岩成台西団地 春日井市岩成台８丁目４番地１ 

高座台団地 春日井市高座台２丁目２番地１ 



 別表２ 

 

一時貸し駐車場指定団地一覧（中部エリア） 

（平成 31年 2月 28日までに一時貸し駐車場の営業を開始すべき団地） 

 

NO. 団地名 所在地 

対象駐
車場予
定区画
数 

駐車場利用料金 
円/月 

(消費税及び地方消費税

相当額を含まない。) 

１ 木場団地 名古屋市港区木場 8番地の 55 ２ 8,600 

２ 花表団地 名古屋市熱田区花表町 117番 20号 ２ 11,700 

３ 
パークハイツ 

荒子団地 
名古屋市中川区吉良町 178番地の 10 ２ 8,900 

４ 
アーバンラフレ

小幡団地 
名古屋市守山区小幡太田 3番 1号 ２ 7,100 

５ 
アーバンラフレ

虹ヶ丘西団地 
名古屋市名東区にじが丘 2 丁目 7 番地 ２ 9,200 

６     

７  
 

 
  

８  
 

 
  

９  
 

 
  

10  
 

 
  

（注）同団地内で複数の地区の提供を予定している場合は、行を分けて記入 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１ 

平成●●年●●月●●日 

 

●●会社 ●● ●● 殿 

 

独立行政法人都市再生機構 中部支社長 

 

一時貸し駐車場追加指定団地一覧（中部エリア） 

（平成 00年 00月 00日までに一時貸し駐車場の営業を開始すべき団地） 

 

平成 31 年 2 月●日付で締結した都市機構駐車場使用契約第３条第２項に基づき、一時貸し駐

車場の営業を行うべき団地として追加指定する団地を以下のとおり通知します。 

 

NO. 団地名 所在地 
対象駐車
場予定区
画数 

駐車場利用料金 
円/月 

(消費税及び地方消費税相当額

を含まない。) 

１  
 

 
  

２  
 

 
  

３  
 

 
  

４  
 

 
  

５  
 

 
  

６  
 

 
  

７  
 

 
  

８  
 

 
  

９  
 

 
  

10  
 

 
  

（注）同団地内で複数の地区の提供を予定している場合は、行を分けて記入 

 



別紙様式２ 

平成●●年●●月●●日 

 

●●会社 ●● ●● 殿 

 

独立行政法人都市再生機構 中部支社長 

 

一時貸し駐車場指定解除団地（中部エリア） 

 

平成 31 年 2 月●日付で締結した都市機構駐車場使用契約第３条第３項に基づき、一時貸し駐

車場の営業を行うべき団地としての指定を解除する団地を以下のとおり通知します。 

 

NO. 団地名 所在地 
対象駐車
場区画数 

指定解除日 

１  
 

 
  

２  
 

 
  

３  
 

 
  

４  
 

 
  

５  
 

 
  

６  
 

 
  

７  
 

 
  

８  
 

 
  

９  
 

 
  

10  
 

 
  

（注）同団地内で複数の地区の提供している場合は、行を分けて記入 



別紙様式３ 

平成●●年●●月●●日 

●●会社 ●● ●● 殿 

独立行政法人都市再生機構 中部支社長 

一時貸し駐車場対象駐車場一覧 

 

平成 31 年 2 月●日付で締結した都市機構駐車場使用契約第４条第１項に基づき、一時貸し駐車場の営業の用途に使用することを承諾する駐車場を

以下のとおり提示します。 

 

使用承諾日：平成  年  月  日 

区 画 数：    区画 

＜添付資料＞ 

・全体図、位置図 

団地名 所在地 位置番号 型式 
利用可能な車両サイズ 最低利用料金 

（税込・円/日） 幅（㎜） 長さ（㎜） 高さ（㎜） 

木場団地 名古屋市港区木場 8番地の 55       

花表団地 名古屋市熱田区花表町 117番 20号       

パークハイツ荒子団地 名古屋市中川区吉良町 178番地の 10       

アーバンラフレ小幡団地 名古屋市守山区小幡太田 3番 1号       

アーバンラフレ虹ヶ丘西団地 名古屋市名東区にじが丘 2 丁目 7 番地       



別紙様式４ 

平成●●年●●月●●日 

●●会社 ●● ●● 殿 

独立行政法人都市再生機構 中部支社長 

 

一時貸し駐車場対象駐車場一覧（追加提示） 

 

平成 31 年 2 月●日付で締結した都市機構駐車場使用契約第４条第２項に基づき、一時貸し駐車場の営業の用途に使用することを承諾する駐車場を

以下のとおり追加提示します。 

 

使用承諾日：平成  年  月  日 

区 画 数：    区画 

＜添付資料＞ 

・全体図、位置図 

団地名 所在地 位置番号 型式 
利用可能な車両サイズ 最低利用料金 

（税込・円/日） 幅（㎜） 長さ（㎜） 高さ（㎜） 

        

        

        

        

        

        

        

        



別紙様式５ 

平成●●年●●月●●日 

●●会社 ●● ●● 殿 

独立行政法人都市再生機構 中部支社長 

一時貸し駐車場対象駐車場除外一覧 

 

平成 31 年 2 月●日付で締結した都市機構駐車場使用契約第４条第３項に基づき、一時貸し駐車場の営業の用途に使用することを承諾する駐車場か

ら除外する駐車場を以下のとおり通知します。 

 

除外日：平成  年  月  日 

区 画 数：    区画 

＜添付資料＞ 

・全体図、位置図

団地名 所在地 位置番号 型式 
利用可能な車両サイズ 最低利用料金 

（税込・円/日） 幅（㎜） 長さ（㎜） 高さ（㎜） 

        

        

        

        

        

        

        

        



別紙様式６ 

平成●●年●●月●●日 

 

独立行政法人都市再生機構 中部支社長 殿 

 

●●会社 ●● ●● 

 

巡 回 点 検 報 告 書 

 

平成●年●月●日付で締結した都市機構駐車場使用契約第 12条第３項に基づき、以下の

とおり報告します。 

 

（注）廃棄物の不法投棄、不正駐車、落書き等の有無を記載すること。 

団地名 位置番号 巡回日時 
点検結果

（注） 

対 応 内 容 

その他報告事項  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Ⅴ 特記仕様書（様式） 

 

特記仕様書 

 

１ 不正駐車、廃棄物の不法投棄、落書き等が判明した場合の対処 

都市機構駐車場使用契約書第１２条第４項に定める不正駐車、廃棄物の不法投棄、落書

き等の対処について、乙は、以下のとおり速やかに処理するものとする。 

 

（1）不正駐車 

 ① 巡回中に判明した場合 

乙の事業の会員の車両であるか否かを確認し、会員の車両である場合は本人に連絡

を取り、車両を移動させるものとする。 

非会員の車両である場合は、車両の移動を求める文書をワイパーに挟み込むととも

に、車種及び登録番号・不正駐車を確認した日時を甲に通知する。また、当該不正駐

車の状況を記録するため、当該車両及び対象駐車場の写真を撮影し、甲に提出する。 

 

 ② 利用者等からの通報があった場合 

乙の事業の会員の車両であるか否かを確認し、会員の車両である場合は本人に連絡

を取り、車両を移動させるものとする。 

非会員の車両である場合は、車種及び登録番号・不正駐車を確認した日時を甲に通

知する。 

 

（2）廃棄物の不法投棄 

 ① 巡回中に判明した場合 

少量の不法投棄物を発見した場合は、自治体の分別に従って廃棄する。 

運搬が困難な量の不法投棄物を発見した場合は、甲に状況を報告する。 

 ② 利用者等からの通報があった場合 

甲に状況を報告する。 

 

（3）落書き 

 ① ステッカー等への落書きが判明した場合 

取り替え等の対応を行う。 

② 対象駐車場への落書きが判明した場合 

甲に状況を報告する。 

 

（4）その他 

一時貸し駐車場としての利用が不可能な状況である時は、予約の受付を中止し、予約

者がいる場合は復旧見込み等を説明するとともに、甲と今後の対応について協議する。 

以 上 
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Ⅵ 個人情報等の保護に関する特約条項（様式）  

 

個人情報等の保護に関する特約条項  

 

甲及び乙が平成  年 月 日付けで締結した「都市機構駐車場施設利用契約

（中部エリア）」（以下「本契約」という。）に関し、乙が、本契約に基づく業務

等（以下「業務等」という。）を実施するに当たっての個人情報等の取扱いにつ

いては、本特約条項によるものとする。  

 

（定義）  

第１条 本特約条項における個人情報等とは、甲が提供及び乙が収集する情報

のうち、次に掲げるものをいう。  

一 個人情報（独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第59号）第２条第２項に規定する個人情報をいう。）  

二 本契約に基づく業務により知り得た情報  

三 その他、通常公表されていない情報  

（個人情報等の取扱い）  

第２条 乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たって

は、個人及び甲の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱い

を適正に行わなければならない。  

（管理体制等の報告）  

第３条 乙は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び

実施体制を書面（別紙様式１）により報告し、甲の確認を受けなければなら

ない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。  

（秘密の保持）  

第４条 乙は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終

了し、又は解除された後も同様とする。  

（適正な管理のための措置）  

第５条 乙は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適

正な管理のための必要な措置を講じなければならない。  

（収集の方法）  

第６条 乙は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な

範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。  

（目的外利用等の禁止）  

第７条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の

目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。  

（個人情報等の持出し等の禁止）  

第８条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を乙の事業所

から送付及び持ち出し等してはならない。  

（複写等の禁止）  

第９条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された

電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。  

（再委託の制限等）  

第10条 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等につい
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て、他に委託してはならない。  

２ 乙は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に

対して、本特約条項に規定する乙の義務を負わせなければならない。  

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託す

る場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に

適用する。  

（返還等）  

第11条 乙は、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個

人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは

速やかに、本契約終了後は直ちに甲に返還し又は引渡さなければならない。  

２ 乙は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、甲の指示

又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法に

より行わなければならない。  

（事故等の報告）  

第12条 乙は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのある

ときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。  

（管理状況の報告等）  

第13条 乙は、個人情報等の管理の状況について、甲が報告を求めたときは速

やかに、本契約の契約期間が１年以上の場合においては契約の始期から６か

月後の月末までに（以降は、直近の報告から１年後の月末までに）、書面（別

紙様式２）により報告しなければならない。  

２ 甲は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の

状況について調査することができ、乙はそれに協力しなければならない。  

３ 乙は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状

況について、甲が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。  

（取扱手順書）  

第14条 乙は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱

手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。  

（契約解除及び損害賠償）  

第15条 甲は、乙が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除

及び損害賠償の請求をすることができる。  

 

 本特約条項締結の証として本書２通を作成し、甲と乙が記名押印の上、各自

１通を保有する。  

 

平成 年 月  日  

 

甲 住所  神奈川県横浜市中区本町六丁目 50番地1 

氏名    独立行政法人都市再生機構中部支社  

支社長 菅 沼  明       印  

 

 

乙   住所   

氏名   

                 印  
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（別添）  

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り

扱うものとする。  

 

１  個人情報等の秘密保持について  

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。  

※業務終了後についても同じ  

 

２  個人情報等の保管について  

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。）及びデータは、次のとおり保管する。  

(1) 書類等  

乙の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管す

る。  

(2) データ  

①  データを保存するＰＣ及びスマートフォンやＵＳＢメモリ等の記

録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを

設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、乙が支給及び管理す

るもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。  

 

３  個人情報等の送付及び持出し等について  

個人情報等は、甲の指示又は承諾があるときを除き、乙の事務所から送

付及び持ち出し等してはならない。ただし、甲の指示又は承諾により、個

人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものと

する。  

(1) 送付及び持出しの記録等  

台帳等を整備し、記録・保管する。  

(2) 送付及び持出し等の手順  

① 郵送や宅配便  

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付

する。  

② ファクシミリ  

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う

場合は、次の手順を厳守する。  

・送信先への事前連絡  

・複数人で宛先番号の確認  

・送信先への着信確認  

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること  

③ 電子メール  

個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送
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付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別

途通知する。  

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアド

レスが表示されないように、「 bcc」で送信する。  

④ 持出し  

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携

行する。  

 

４  個人情報等の収集について  

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。  

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、

本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正

かつ公正な手段により収集しなければならない。  

 

５  個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について  

個人情報等は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に

利用し、又は第三者に提供してはならない。  

 

６  個人情報等の複写又は複製の禁止について  

個人情報等は、甲の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録

された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。  

 

７  個人情報等の返還等について  

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに甲に返還又は引

渡しをする。  

② 甲の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、

シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判

読が不可能な方法により消去又は廃棄する。  

 

８  個人情報等が登録された携帯電話機の使用について  

甲の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する

場合には、次のとおり取り扱うものとする。  

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。  

(2) 必要に応じて、亡失防止用具（ストラップ等）の使用等により、亡失の

防止に努める。  

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び

個人を特定できる画像は登録しない。）は、業務上必要なものに限定する。  

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、

業務上不要となり次第、消去する。  

 

９  事故等の報告  

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたと

きは、直ちに甲に報告する。  
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10 その他留意事項  

独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第59号）に基づき、個人情報を取り扱わなければなら

ない。  

この法律の第７条第２項において、『独立行政法人等から個人情報の取

扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏

えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務等実施者に

ついても本法律の適用対象となる。  

したがって、本法律に違反した場合には、第 50条及び第51条に定める罰

則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 
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平成 年 月  日  

 

株式会社＊＊＊＊＊  

代表取締役 ＊＊  ＊＊ 印  

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

 契約件名：都市機構駐車場施設利用契約（中部エリア）                       

 

１  取扱責任者及び取扱者  

 

 
部  署  

氏  名  取扱う範囲等  
役  職  

取扱責任者  
○○部△△課  

  
課長  

取  扱  者  

○○部△△課  
 ＊＊＊地区に係る～～～  

係長  

○○部△△課  
 ＊＊＊地区に係る～～～  

主任  

○○部△△課  
 ＊＊＊地区に係る～～～  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

  

別紙様式１  
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２  管理及び実施体制図  

 

 

（様式任意）  
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平成 年 月  日  

 

独立行政法人都市再生機構中部支社  

支社長  菅沼   明  殿  

 

株式会社＊＊＊＊＊  

代表取締役 ＊＊  ＊＊ 印  

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告い

たします。  

 

 契約件名：都市機構駐車場施設利用契約（中部エリア）                      

 

記 

 

１ 確 認 日  平成  年 月 日  

２ 確 認 者  取扱責任者  ○○  ○○  

３ 確認結果   別紙のとおり  

 

以 上  

 

 

  

別紙様式２  
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（別紙）管理状況の確認結果  

 

【管理する個人情報等】  

 

 

  
確  認  内  容  

確認  

結果  
備考  

１  管理及び実施体制  

 

平成   年   月   日付けで提出した「個人情

報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及

び実施している。  
 

 

２  秘密の保持  

 
個人情報等を第三者に漏らしていない。  

 
 

３  安全確保の措置  

 

個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防

止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ

ている。  
 

 

《個人情報等の保管状況》  

 
①  

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類

等は、乙の事務所内のキャビネットなど決め

られた場所に施錠して保管している。  
 

 

 
②  

データを保存するＰＣ及びスマートフォンや

ＵＳＢメモリ等の記録機能を有する機器・媒

体、又はファイルについては、パスワードを

設定している。  

 
 

 
③  

アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし

ている。   
 

 
④  

②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、

乙が支給及び管理しており、私物の使用はし

ていない。  
 

 

《個人情報等の送付及び持出し手順》  

 
①  

甲の指示又は承諾があるときを除き、乙の事

務所から送付又は持出しをしていない。   
 

 
②  

送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保

管している。   
 

 
③  

郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等

と封入文書等に相違がないことを確認し、送

付している。  
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確  認  内  容  

確認  

結果  
備考  

 
④  

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、

やむを得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順

を厳守している。  

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施  

・送信先への事前連絡  

・複数人で宛先番号の確認  

・送信先への着信確認  

 
 

 
⑤  

ｅメール等について、個人情報等は、メール

の本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付としている。  
 

 

 
⑥  

添付ファイルには、パスワードを設定し、パ

スワードは別途通知している。   
 

 
⑦  

１回の送信において送信先が複数ある場合に

は、他者のメールアドレスが表示されないよ

うに、「 bcc」で送信している。  
 

 

 
⑧  

持出しについて、運搬時は、外から見えない

ように封筒やバック等に入れて、常に携行し

ている。  
 

 

４  収集の制限  

 

個人情報等を収集するときは、業務を処理するた

めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

収集している。  
 

 

《個人情報等の取得等手順》  

 
①  

業務上必要のない個人情報等は取得していな

い。   
 

 
②  

業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を

取得する場合には、本人に利用目的を明示し

ている。  
 

 

５  利用及び提供の禁止  

 

個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者

に提供していない。  

※甲の指示又は承諾があるときを除く。  
 

 

６  複写又は複製の禁止  

 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を

複写し、又は複製していない。  

※甲の指示又は承諾があるときを除く。  
 

 

７  再委託の制限等  

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、

又は請け負わせていない。  

※甲の承諾があるときを除く。  
 

 

【再委託、再々委託等を行っている場合】  

 

再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規

定する乙の義務を負わせている。   
 

８  返還等  

 
①  

業務上不要となった個人情報等は、速やかに

甲に返還又は引渡しをしている。   
 

 
②  

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ

ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の

方法により、復元又は判読が不可能な方法に
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確  認  内  容  

確認  

結果  
備考  

より消去又は廃棄している。  

９  携帯電話機の使用  

 
①  

パスワード等を用いたセキュリティロック機

能を設定している。   
 

 
②  

必要に応じて、亡失防止用具（ストラップ等）

の使用等により、亡失の防止に努めている。   
 

 
③  

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールア

ドレス等の登録（住所及び個人を特定できる

画像は登録しない。）は、業務上必要なものに

限定している。  

 
 

 
④  

個人情報等が含まれたメール（添付されたフ

ァイルを含む。）及び画像は、業務上不要とな

り次第、消去している。  
 

 

10 事故等の報告  

 

特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、

指示に従っている。  
 

 

11 取扱手順書の周知・徹底  

 

個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周

知・徹底を行っている。   
 

12 その他報告事項  

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。）  

※  確認結果欄等への記載方法  

確認結果  記載事項  

適切に行っている  ○  

一部行っていない  △  

行っていない  × 

該当するものがない  －  

＊「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。  

 


